平成21年4月10日
河川等清掃委託の入札条件の変更について
平成21年７月下旬頃に発注予定である、下記委託につきましては、入札条件を追加変更いたします。

平成20年度までの、下記委託においては、『一般廃棄物収集運搬業許可を有すること』を入札条件の一つとしておりましたが、平成21年度より、更に『産業廃棄物収集運搬業（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器、金属くず、廃プラスチック類）の許可を有すること』という条件を追加いたします。
入札参加を希望される方は、当該産業廃棄物収集運搬業許可を取得してください。

つきましては、下記内容をご理解いただき、入札参加をお願いいたします。
記

1. 委託名  
西1地区河川等清掃委託（その２）

西2地区河川等清掃委託（その２）

北・東地区河川等清掃委託（その２）

2. 委託内容
河川の清掃除草を行う業務。
3. 発注時期
平成21年７月下旬頃予定。
4. 入札条件の追加
（変更前）
平成20年度　
一般廃棄物収集運搬業許可を有すること。
(変更後)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
平成21年度　
一般廃棄物収集運搬業の許可を有すること
産業廃棄物収集運搬業（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器、、金属くず、廃プラスチック類）（横須賀市）の許可を有すること。
（事務担当は土木みどり部河川課　桑原　822-8510）

